
してください。
※フローチャートは一般的な例を示しています。

ご不明な点はお問い合わせください。

はい いいえ はい いいえ 　　　 　        はい　　　　　　　いいえ

はい いいえ          はい
　　 　          はい  いいえ

はい

          はい       いいえ

はい いいえ はい

　　

    はい 　 いいえ

　　　

　　

①

②

③

申告は必要？
　　いいえ

いいえ

※フローチャート（下図）を参考に確認

  　いいえ

　 　 いいえ

    　　はい

※②、③に該当する場合でも、所得税の還付を受ける場合は、所得税の確定申告が必要です。

所得税の確定申告をすれば、市・県民税の申告は必要ありません。
※所得税確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄に、該当する事項・金額などがあれば記入してください。

令和5年中に収入のなかった方も、市・県民税申告を行ってください。
※申告がない場合、各種保険料（税）の算定や、福祉サービスの利用料、所得の証明書の発行などに影響が出る場合があります。

市・県民税の申告が
必要です。

所得税の確定
申告が必要です。

所得税の確定申告・市県民税の申告は、必要ありません。

②へ

①へ ①へ ①へ ②へ

②へ ③へ

③へ ②へ

非課税所得のみ

非課税所得とは…遺族の受ける恩給や年金、障害年金、給付金（国民健康保険・

後期高齢者医療・失業給付）、児童手当、公立高校の就学支援金 など
給与以外の所得が２０万円を

超えている。

勤務先から北杜市に

「給与支払報告書」が

提出されている。
（不明な人は、勤務先に

確認してください）

年金以外の所得が２０万円を

超えている。

給与以外の所得がある。

源泉徴収票に記載の

ない控除の追加がある。
（扶養親族等が記載されて

いても、年末調整して

いない場合は「はい」へ）

源泉徴収票に記載のない

控除の追加がある。
年金以外の所得がある。勤務先は１か所だけで

年末調整をしている。
（複数であっても、合算して年末 調

整している場合は、「はい」へ）

２か所以上から給与を

受けていて、年末調整

していない給与収入が

２０万円を超えている。

所得の合計額が所得税の

控除の合計額を超えている。

年金収入が４００万円を

超えている。

給与収入が２，０００万円を

超えている。

主に営業・農業・不動産主に公的年金収入主に給与収入収 入 な し

令 和 5 年 中 に ど の よ う な 収 入 が あ り ま し た か ？

スタート
令和6年１月１日現在、

北杜市に住所（住民登録）がある。

北杜市に申告をする必要はありません。

令和6年１月１日に住所（住民登録）が

あった市区町村へ相談してください。

②へ

②へ

①へ

①へ

①へ

②へ

※市内にお住まい（令和6年1月1日時

点）で、申告書が自宅に届かない場合

でも申告が必要な場合があります。ご

自身の収入などを確認して、早めの申

告をお願いします。

　　　　　　　　　　　北杜市役所　税務課　市民税担当

②の方につきましては、書類の添付や簡単な記入のみで提出できる場合があるため、ご自身の申告

内容をご確認いただき、自主申告へのご協力をお願いいたします。申告会場で相談する必要がある

か判断が難しい場合は、お電話または税務課及び総合支所地域市民課の窓口にてお尋ねください。

内容によっては提出のみで完了できる場合があります。なお提出先については、下記のとおりで

す。

提出先

・市役所税務課または最寄りの総合支所地域市民課の窓口へ提出

・郵送で市役所税務課へ提出（封筒をご用意の上、提出してください）

郵送先

　〒４０８－０１８８　山梨県北杜市須玉町大豆生田９６１番地１


